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1.60年 代 以前 のア メ リ力移 民史概観

アメリカ合衆 国(以 下アメ リカと表記)は 、建 国の初 めか ら、絶 えず移民労働力 を基盤

に して、その国力 を培 って きた歴史 をもつ国である。「従順 な労働力」 としては 「不適格」

と判断 された先住民は、戦闘や虐殺あるいは隔離によって排 除されたために、最底辺の労

働 を担 う人々として、 アフリカ大陸か ら大量の黒人奴隷が 「輸入」 された。

一・方、19世 紀末まではアメ リカの国境 は事実上開放 されてお り、多 くの ヨーロッパか ら

の移民が大西洋 を渡 り、 この新国家 に特別の制限 もな く自由に入国 していた。こうして新

しい移民が増加 してい く中で、最 も初期 の移民であるア ングロ ・サ クソン系は、後続の移

民 に対 して、人種 ・民族 に基礎 をおいたアメリカ社会の ヒエ ラルキー構造 をつ くりあげる

ことに成功 した。18世 紀 には、 ドイッ系、ス カンジナビア系が、19世 紀半ばか らはアイル

ランド系、そ して19世 紀末か ら20世 紀初期 にかけては、 イタリアなどの南部や東欧か らの

移民、 またユ ダヤ系移民が差別の対象 となった。 もちろん、 こうした ヨーロ ッパか らの白

人移民は、その内部 に差別的階層 を作 りなが らも総体 としては、それ以後陸続 と渡 って く
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るアジアや中南米か らの有色人種移民の上層に位置す るとい う社会構造を作 り上 げていっ

たのである。

黒人奴隷貿易 と奴隷制が終焉に向か う中で、19世 紀には大量の中国人労働者が、主 とし

て肉体労働 を担 うためにアメ リカに渡って来た。鉄道建設や鉱 山な どの厳 しくきつ く危険

な、 しか も安い賃金労働者 として中国人が急増 したカリフォルニア州では、労働力人口の

三分の一を超 えるようになる と排斥の機運が高 ま り、ユ882年には中国人排斥法によってこ

れ らの労働者が排除 される。代わって 日本人労働者が導入 され、20世 紀初頭 には毎年、年

間3万 人を越 える日本人が渡米 した。 しか し、 こちらも人数が増えると同様の排斥対象 と

な り、1907年 の 「紳士協定」 によ り日本政府 は労働移民の送 り出 しを自主的に停止す る。

こうして、それまで事実上開放されていた国境は少 しずつ狭 め られていった。

そ して、ついに1924年 「アメリカの人種民族構成 にみあった国別移民枠」 を設けた移民

法の制定によって、その建 国後初めて、政策 としてまた移民法 に基づ き国境が閉 じられる

ことになる。24年 移民法は、当時のアメリカ人口の圧倒的多数 を占める北西 ヨー ロッパ諸

国以外 か らの移民を事実上消滅 させ る ものであった。アジア諸国か らの移民は、ほぼ全面
ユ　

的に停止 となり、この法律が 「差別的移民法」 と呼 ばれる理由 ともなった。 こうして、中

国人、 日本人の後を継いで、底辺の労働 を担 うため に導入 されたのは、当時 まだアメ リカ

の植民地で、移民制限の影響 を受けなかったフィリピン人労働者 であった。 しか し、 これ

も数が増 えれば排斥 され、1934年 の通称 「フィリピン独立法」によ り事実上停止 となる。

こうして現在 もなお、合法、不法 を含めてアメ リカの国境 を越えてやって くる、メキシコ

及び中南米か らの移民が、 アメリカの底辺 を担 う労働力 として表舞台に登場 して くるので

ある。24年 移民法は、地球 を二つに分割 して移民受け入れ制限を定めたものであるが、西

半球(南 北アメリカ大陸)に は割 り当て移民枠 を定めなかったため、南北アメリカ大陸間

においては事実上自由な移民が可能であった。 しか し、 この当時大量 にアメ リカに渡って

来たメキシコ人移民は、1929年 に大恐慌が起こると排斥 されるようになる。 メキシコとア

メ リカの国境 に初めて国境警備体制が布かれるようになったのはこの時期である。 しか し、

第二次世界大戦によるアメリカ国内の労働力不足は、再びメキシコ人労働者 を必要 とし、

「ブラセ ロ計画」 と呼 ばれ る農業労働者の導入を図 った政策 によって、大量の メキ シコ人

が西南部諸州 に一時的農場労働者 として導入された。最盛期には年間50万 人 にも及んだ、

こうした メキシコ移民 の流入 は、同時に米墨国境 をパスポー トもビザ も持 たずに渡って く

る密入国者の波を生み出した。
　ラ

現在 に至 る 「不法移民」 問題の出発点 はここにあると言われている。
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2.65年 新移民法 から86年 移民改革法成立過程

必要になると国外か ら移民 を導入 し、その数が増え既存の国内労働者 との問に軋礫がう

まれると排斥、そ して再び新たな移民 を導入やがて排斥、 とい う導入 と排斥を交互 に繰 り

返す移民政策は、 しか し、60年 代 アメリカ国内におけるマイノリティの権利覚醒 の時代 に

おいて、その人種 ・民族差別的な内実を鋭 く告発 されることになる。 また、当時ベ トナム

戦争に介入 していたアメ リカ政府 としては、「民主主義 のチ ャンピオン」 として、全ての

人kに 開放 されたアメ リカのイメージを世界に向けてア ピールする必要 もあった。

そ うした経緯の中で、公民権法施行の翌年1965年 に、移民受 け入れ数を全ての国に対 し

て平等 とした移民法が制定 され るのである。この新移民法 は、それ までの 「アメ リカ市民

の出身国別割 り当て制度」 を撤廃 し、一国あた り一律平等 に二万人 までの移民枠 を導入 し、

東半球(ヨ ーロッパ、アジア、 アフ リカ等)か ら総計17万 人、西半球(南 北 アメ リカ)か

ら総計12万 人の年間移民受け入れ枠 を設けた。

この新移民法 は、 また移民受 け入れの 「優先権制度」 を設けたことで も画期的であった。

第一優先 をアメリカ市民の成人で未婚の子 ども、第二優先を永住外国人の配偶者 と未婚の

子 ども、第三優先を専門職者、第四優先 をアメリカ市民の既婚の子 ども、第五優先 をアメ

リカ市民 の成人の兄弟姉妹、第六優先 をアメリカで不足 してい る分野の労働者、第七優先

を難民 とした(こ の第七優 先は後 に難民法適用下 とな り削除)。 またアメリカ市民の未成

年の未婚の子 ども ・配偶者 ・親はこの優先制度の枠外 として、人数制限な く受 け入れが可

能 となった。 こうした家族関係 を重視 した優先権制度は、24年 移民法同様 ヨーロ ッパ系の

移民を増大 させ る もの として、マイノリティ運動か らは批判 されたが、実際に法律が施行

されると増大 したのは中南米系やアジア系移民であった。

65年 移民法施行 当時は、東半球 には各 国2万 人 という受 け入れ上限が定められていたが、

西半球(南 北 アメリカ大陸)に ついては、12万 人 という全体の上限数のみで国別の制限は

定め られていなかった。 これは当時増大 していた、カナ ダか らの(白 人)移 民に更 なる便

宜 を与 えるための方策 と言われたが、実際にはメキ シコか らの移民が急増す るという結果

を招いた。そこで、 アメリカ政府 は、1976年 に西半球 にも各国2万 人の上限を定める修正

法 を制定 したのである。

しか し、一度動 き出 した国境 を越える人の流れを、押 しとどめることは容易で はなかっ

た。一国2万 人 とい う上限の規制 によって合法的に入国できなかった人々は、危険 を冒 し

て アメ リカへ密入国す るようになる。76年 に80万 人台であったメキ シコか らの密入国者は、

77年 には100万 人を突破 した。 こうして、密入国者が急増 しその結果 アメリカ国内の不法

移民が500-700万 人 と推定 される ようになって、再 び移民政策をめ ぐって新 しい動 きが見
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られるようになった。移民の権利 を認める立場か らは、すでに不法にアメ リカ国内に一定

の期 間定住 し労働 してい る人 々に恩赦 を与え、合法移民 として認める 「合法化」措置、そ

して移民規制の立場 か らは、不法移民 とい うことを承知で雇った 「雇用主への罰則制度」

とい う二つの相反する方策が議論 されるようになったのである。

70年 代後半か らは、 ロデ ィーノ下院議員が、 この二つの提案 をセ ッ トに した 「飴 と鞭政

策」 とも呼 ばれた法案 を毎年のように議会に提出する。 しか し、70年 代 には、 この法案が

下院を通過することはなかった。 これは、不法移民の推計が1000万 人を超すのではないか

と言われるようになった80年 代か ら、初めて政治的に も無視ので きない重大 な社会問題 と

なってい くのである。1982年 、ロデ ィーノ法案 とほぼ同様の法案が、法務移民小委員会上

院議長のシンプソン議員 と同下院議長のマゾー リ議員 の両院共同で議会 に提出 され、82年

上院、84年 に下院を通過、その後両院の合同協議会での調整に手間取 りなが らも、1986年

になってやっと両院 を通過 して法制化 され る。 これが、 シンプ ソン ・マゾーリ法 あるいは

移民改革管理法 として知 られる86年 移民法である。

この移民改革管理法によって、 アメリカ史上初 めて不法移民 であることを承知の上 で人

を雇った雇用者への罰則が法制化 され、一方、一定の期 間不法 にアメ リカに居住 していた

ことを証明す ることがで きた移民への、通称 アムネステ ィ(恩 赦)と も呼 ばれる合法化が

実施 された。 これによって、280万 人の不法移民が合法化の対象 となったが、その圧倒的

多数 は中南米系移民 であ り、 ことにメキシコ人が70%以 上 を占めた。

合法化 とは、いわゆる法律 を破った不法移民 を本国に送還す る代わ りに、それ までの不

法滞在 ・就労 を不問に付 し、一時合法的立場 を与えた後に永住権そ して市民権への道 も開く

とい うことであるが、 こうした発想そのものを理解す るためには、 アメリカという世界史的

に見れば非常に若い国の、経済的急成長の歴史を視野に入れて考えて見る必要があるだろう。

第1節 で述べたように、アメリカはその建国の当初か ら、絶 えず最 も新 しく渡って きた

移民を、その労働構造 の最下層に組み込むことによって経済成長の基盤 を作 って きた。 こ

とに、 メキシコとの問に直接国境 を接す るカリフォルニア、ア リゾナ、テキサス、ニュー

メキ シコな どの州では、多 くの人員 を必要 とす る農業労働 をは じめ家内労働、都市部の下

層労働 を、こうした国境 を越 えて渡 って くる移民、 ことに不法移民 にほぼ全面的 に頼 って

きた といえる。 また大 きな都市人 口を抱 えるニューヨークやイ リノイをは じめ とする諸州

で も、下層労働 に無権利の不法移民が多 く従事 している。いわゆる3Kを 主 とする仕事に

おいて、賃金 を極力お さえることによって経済発展 を図ろうとする時に、 これ らの労働力

をアメリカ市民のみで充足 ・確保することはほぼ不可能であった。

上述 した ように、80年 代 に入 ると、すでに推定1000万 とも言われ る不法移民が、 アメ リ

カの最底辺の労働構造を形成す るようになっていた。農業労働 か ら都市部の最下層労働や
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家内労働 にいたるまで、 こうした不法移民を無視 しては、アメリカの労働構造そ して経済

発展 を語ることがで きない とい う現実に押 される形で、70年 代のロディーノ法案 を焼 き直

し、86年 移民法のハイライ トとした政策が この合法化措置である。

こう した現状 に対 して、 ことに保守層や反移民団体 は不法移民が合法化 されるこ とを

黙 って了承 したわけではない。だか らこそ、この86年 移民法では、上述 した ように不法移

民 を雇 った雇用者への罰則制度が盛 り込まれた。 また、 この条項が含 まれていなければ、

合法化措置だけでは法案 は成立 しなかったであろう。ただ し、この罰則適用 においては、

移民の権利団体か らの強い要請 を受 けて、罰則規定を理由とした求職者の外見や民族性、

英語の説 りな どによる就職差別の禁止、更 には3年 間の試行期 間をつ ける とい う条件が付

け られたことは付記 してお く必要があるだろう。余談 になるが、 日本 では、 アメ リカの86

年移民法 に学び、この雇用者罰則規制 はさっそ くと りいれたが、合法化 については全 く触

れることな く1989年 新出入国管理法が可決実施 された。

こうして、雇用者罰則制度の実施及び国境警備 により、新 しく入 って くる不法移民は規

制す るが、すでに一定期間以上働 き定住 している者は合法化 し、上述 した労働構造の中に

「正式に」組み込んで 「管理」 してい くことが、80年 代以降アメ リカ移民政策の基本方針

となったのである。

3.「 不法移民」 をめぐる新移民法案

それか ら、更に20年 が経過 し、2005年12月 に下院を通過 した不法移民対策をその主眼 と

す る新移民法案にたい して、移民の権利擁護団体や ヒスパニ ック(中 南米〉系 を中心 とし

たマイノリティコミュニテ ィによる大 きな反対運動が巻 き起 こっている。

2006年2月 以降、全米各地でそれぞれ数十万人規模 の抗議デモが行われている とい う

ニュースが世界 を駆け巡 り、抗議行動は現在 も継続 して行われている。 こうした一連の統

一行動 は 「ADaywithoutImmigrants:移 民のいない一 日」 と名づけ られ、 ことに2006年

5月1日 には 「不法移民及びその支持者 は、一 日何 も商品を買わない、仕事 を休業 し学校

を休 もう。」 という統一・ボイコット行動が全国的に呼びかけられ、ロスアンジェルス65万 人、

シカゴ40万 人をはじめ全米で数十万人規模の抗議デモが展 開された。(写 真参照)

この統一行動 は、不法移民 を含めた移民がいかに重要 な社会的構成員 になっているかを、

多 くの人に知 らしめ ようとい う強いメ ッセージを含んでいた。大都市を中心 に行われるこ

とが常であった街頭行動が、今 回はカリフォルニアのモデス トという小都市で、1万 人 と

い う市の歴史上最大規模のデモが行われた り、 ヒスパニ ック人口を多 く抱えるオレゴン州

の人口数千人のウッ ドバー ンという町で高校生が大挙 して授業 を放棄 し抗議行動 に参加す

るなどのニュースが報 じられた。 こうして、全米各地で、無数の小規模 な、明 らかに不法
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移民 と思われる人々自身が街頭 に出て くる、あるいは高校生な ど若い世代 を巻 き込んだ運

動が相 当な規模で広がっていることを、各地方新聞のニュースを拾 い集めると見てとるこ

とができる。

アメ リカとい う国は、中絶禁止や銃規制、尊厳死、死刑 などの社会問題 を争点 に、世論

が真二つに分かれて論争が行 なわれる ことが多いが、 この移民政策 も世紀 を超えて論争が

続 く、古 くて しか し新 しい問題である。 まず初めに確認 しておかな くてはいけない ことは、

今回メデ ィアで盛んに報道されているデモや法案反対の動 きのニュースは、主 として移民

の権利 を守 る団体 を中心 とした動 きであるが、それ と対峙する立場か らこの法案 に反対す
ヨ　

る様々な利益団体や、 ミニ ッ トマ ン などの動 きがあることも見逃 してはな らないであろう。

移民法に限 らず法案 は、当然のことなが ら一方の立場 だけを主張 して も議会を通過す るこ

とはない。提案 された法案 に対 して何度 も修正案が提起 され、時には10年 単位の時間を経

て初めて一つの法律 と して成立するこ とも珍 しくない。今回それぞれ、下院、上院を通過

した法案 も、これか ら更なる議論が行 われ、上下院間の調整が行 われるわけであるが、 ど

の くらいの時間がかかるか予想 はつ かない。あるいは妥協 をすることな く廃案 に至 る可能

性 もある と言われている。

4.下 院法案 と上院法案の比較対比

2006年 の10大 ニュースの一つに数 えられ るような、激 しい全 国的な大規模抗u行 動の引

き金をひいた下院法案 は、20年 前 に10年 以上の歳月をかけて双方の主張の妥協 の産物 とし

て、86年 移民法が成立 した経緯をほぼ無視する形で提案 された。別表資料 にあるように、

86年 移民法の一方のハ イライ トであ った合法化についてはまった く触れ られていない。厳

しい国境警備 と雇用者罰則規定は目新 しい ものではないが、今回初めて、不法移民だけで

なく、密入国、不法滞在、不法就労 を幣助、教唆 した者、更には雇用者の継続違反 を対象

に刑事罰 しか も重罪 とする、 という条項が盛 り込 まれたことは重要である。 この条項 は、

おそ らく当初 は、密入国 ビジネス地下組織 などを念頭 において作 られた とはいえ、宗教や

学校関係者、地域な どで不法滞在者 を人道的に援助する人々まで も刑事罰対象 となる可能

性 を法的 には内包 している。これは、移民の権利団体やマイノリティコミュニテ ィのみな

らず、教会、学校 などか らの強い反発 を招 き、大 きな法案反対統一行動が準備 されること

になる。 デモで掲 げられる 「私 も働 き税金を払 っている社会の一員」 「われわれは犯罪者

ではない。」「"メイ ド ・イ ン ・アメリカ"の 商品は不法移民が作っている。」 といったプラ

カー ドがその主張の一端 を雄弁に物語っている。

更にこの法案は、不法移民問題 を国家安全保障の問題 との関連で提案 しているとい う点
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で、86年 移民法に比 して際立 って政治的なメッセージを含 んでいると言 える。共和党セ ン

セ ンブ レナー下院議員提案 に よる法案の正式名称は、「下院4437号:国 境警備 ・反テ ロリ

ズム ・移民管理法案」である。 ここには、不法移民問題 とテロリズムを直接結びつ けよう

という意図が明確 に見て取れる。2001年9月11日 の同時多発 テロ、その後の愛国心法の制
4)

定、更 には移民局が国土安全管理省管轄 になった とい う文脈の中で、この法案が提案 さ

れてきた ことが重要である。言い換 えるならば、不法移民対策 は母 国安全のための不可欠

要件であるとい うキャンペーンの一つの流れが、この2005年 下院法案 に結実 していったと

見てよいだろうと思 う。余談 になるが、9・11同 時多発 テロの実行犯 とされた者 はすべて

「合法的 に」 アメリカに入国 していた という事実 は皮肉である。 しか し、不法移民 と母国

の安全管理 を意図的に結びつ け、 これ まで民事事項 であった不法移民及びその援助者への

罰則を、刑事罰の しか も重罪対象 の論拠 とするこの下院案 には、 さすが に保守派 内部か ら

も疑問の声があがった。

やがて、下院法案へ の全米的な抗議行動の展 開、及び保守派内部か らの調整 を求める声

を受ける形で、民主党ケネデ ィー、共和 党マ ッケイン両上院議員によって修正移民法案が

共同提案 され、2006年5月20日 に上院を通過 したのである。別表資料に明示 されている よ

うに、国境管理、雇用者罰則に関 しては、下院案 とそれほど大 きな違いは見 られ ない。 し

か し、移民 に関わる条項で、合法化措置及びゲス トワーカーの導入が提案 されていること

は重要である。合法化 に関 しては、不法移民 にとって朗報の ようにも見えるが、家族離散

など深刻な内容 を含 んでいる法案 であると移民の権利擁護団体 は反発 している。 この案は

不法滞在期 間を3段 階に分け細か く規定 している。 これによって、一つの家族の中で5年

以上の不法滞在を証明で きる者がいる一方で、滞在期間が不足 している家族がいた場合、

当局に提出 した個人情報 とのつなが りか ら、合法化不適格(送 還対象)の 家族メ ンバーが

割 り出 される危険性がある。

また、 この上院法案においては、雇用者罰則 に刑務所拘留罰を導入す ることに よって更

に強化 し、86年 法ではあま り詳細に議論 されなか った国境警備の問題が、かな り重要な争

点 となっている。州兵 を派遣 して国境警備 を行 う、あるいは広範 囲にフェンスを建設する

などの計画 を見 るとき、今 回は腰 を据 えて不法移民の流入 を阻止 しようとするアメ リカ保

守層の覚悟 を見て取 ることがで きるようである。更 には、 これ まで移民法 とは切 り離 され
ら　

て提案 されてきた、英語公用語化(国 語の制定)が 、 この上院案の一部に含 まれているこ

とも特徴 的な ことであ る。 この条項 は、 これ まで母語 を使 う権利 と多文化 に よる社会的

サー ビスの提供 を主張 して きたマイノリティコミュニティを強 く刺激 した。合法化措置 を

包含 して移民の権利 に配慮 したかに見 える上院案が5月20日 に議会 を通過 した後 も、抗議

行動が一向に衰 えを見せ ない ことも、 この修正上院案 に含まれる様 々な問題点が、 これま

での歴史の中で解決 されない まま、繰 り返 し何度 も顔 を出 して きているか らである。
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上院法案 下院法案

国境管理

・メキ シコとの 国境 に370マ イルに及ぶ3層 境

壁 を建設、更に500マ イルの車両用障壁建設

・現在1万1300人 の国境警備員 を2011年 まで に

2万5000人 規模 とす る。

・不法移民 容疑者の拘留施設の増設

国境管理
・2000マ イルに及ぶ メキシコとの国境に約

700マ イルの2層 障壁を建設

・不法移民を密入国させようとした者、及び

過去に強制送還を受けながら再び米国に不法

入国 した者を、刑法上の処罰対象とする。

移民と何 らかの関係をもつ者に関連する条項

・雇用主は工8ヶ月間、新規 に雇用 した者が合法

的な就労資格があ るか電子 システムを使用 して

(継続)確 認す ることが要求 される。

・不法移民 を雇用 した者 は一人につ き2万 ドル

の罰金、 また継続違反の雇用 主は刑務所留置の

罰則が適用 される。

・英語 を(米 国の)国 語 と制 定す る
。

移民と何らかの関係をもつ者に関蓮する条項

・不法移民を援二助、教唆、また直接、間接に

米国への不法入国あるいは居住を翻助 した者

は(刑 法上の)重 罪に問われる。

・不法移民であることを知 りなが ら雇った雇

用主への罰金を、現行の1万 ドルか ら最大4

万 ドルまで引き上げる。継続的に違反 した雇

用主には最大30日 の刑務所留置の罰則を適用

する。

移 民に関わ る条項

・5年 以上 アメ リカ国内に不法 に滞在 していた

者 を、3250ド ルの罰金、未払い分の税金支払い、

英語 を学ぶ ことを条件に、滞在及び就労の継続

を許可 し、永住権更には市民権へ の道 を開 く。

・2年 以 上5年 未満 の期 間不法 に滞在 して い

た者 は、ア メリカ入国地点に戻 り、(再)入 国

申請の手続 きを行 う。

・2年 未満 の期間不法 に滞在 していた者は、直

ちにア メリカ国外に退去 しな くてはな らない。

・重罪あるい は軽犯罪3件 以上 を犯 した不法移

民 は即 強制送還の対象 とする。

・約150万 人の特 別農業ゲス トワー カー プログ

ラムを作 り、対象者 には永住権取得の道 を開 く。

・20万 にお よぶ、新規の一時的ゲス トワーカー

ビザを発行する。

移民に関わる条項
・不法 にアメリカ国内に滞在 していた者 を

(刑法上の)重 罪対象とする。
・不法入国 ・滞在初犯者への罰則 を強化す

る。

・酒酔い運転による罰則を受けた(外Qを)

強制送還対象とする。

【資料】上院と下院の移民法案ハイライト ワ シ ン トンポ ス ト紙

5.今 後 のア メ リカの移 民政策

今回の法案 に反対 して全米各地で総計数百万の抗議デモが継続 して展開 された。 ヒスパ

ニ ック系 メディアによると、多 くの不法移民が 自ら街頭に出て意志表示 を行 った とい う。

60年 代公民権運動のキ ング牧師や、農業労働者組合のチ ャベス議長のようなカリスマ性 を

もったリーダーの存在がな く、グラスルー ツグループやスペイ ン語 ラジオ放送、あるいは
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インターネッ トを通 じた無数の人々の小 さな集 ま りが、大 きなうね りをつ くり上げた とい

う意味でも、今新 しい形 の画期的な人 々の運動が始 まっているとい えるのではないだろう

か。

国境 を一歩越 えることによ り、 どのような最下層の仕事であって も、本国の数倍か ら10

倍以上に もなる給与 を得ることがで きるという現実が存在す る以上、人々の流れ を押 しと

どめることは不可能に近い。 しか も、 メキ シコや中南米 の人々にとっては、歩いて越える

ことので きるアメリカとの国境が 目の前 に、3000キ ロ以上 にわたって延 々と続いているの

である。この構 図を単純化すれば、 まさに 「南北の経済格差が アメ リカにおける不法移民

を生み出 している。」 とい うことになるのだろう。LAタ イムス紙の特集記事 の中で、 シ

カゴ大学のメイ ・ナイ教授 は 「真 に不法移民の問題 を解決するには、合法的移民の受入数

を大幅 に増やす、あるいは国境を接するメキシコな どの国には移民受入数の上限を設定 し

ない とい うくらいの根本的な改革が必要である。 これは、 しか しそれほど難 しいことでは

ないだろう。なぜ ならばNAFTA北 米 自由貿易協定に よって、資本や製 品はすでにかな

りの 自由度を もってアメリカとメキシコの問を流通 しているのであ り、今度 はメキシコか

らの労働者 をアメ リカが合法 的に受 け入れる壁 を低 くすればよいだけの話だか らである。」

と述べ ている。

1924年 の 「国別割 り当て移民受け入れ制度」 に始 まり、44年 か らのメキ シコ人一時農業

労働者を導入 した 「ブラセロ計画」、国別割 り当てを廃 し各国か ら一律上限2万 人の移民 を

受け入れるこ ととした 「65年移民法」、雇用者罰則 と不法移民合法化 をセ ッ トにした 「86

年移民改革管理法」、そ して86年 法 を修正 した形の 「2006年上院移民法案」、 こうして見 て

くる と、1924年 にアメリカが国境 を閉 じてか ら、約20年 ごとに移民政策が何 らかの節 目を

迎えてきたことを見て取ることがで きる。歴史が一定のパ ター ンを もって繰 り返す とした

ら、2025年 前後 には再び同 じ問題 に直面 している可能性がないとは言 えないだろう。今回

の法案が どの ような決着 を見 るか はわか らないが、いかなる規制を して も不法移民は一向

に減 らないばか りか、確実に増加 しているという現実 を正視す ることが重要である。対処

療法 としての合法化や、一時的ゲス トワー カ制度な どだけに頼 るのではな く、不法移民 を

生み出す根本の原因、南北の経済格差の問題に真正面か ら向 き合い、隣国メキ シコとの協

力関係 の中で、今後100年 の移民政策 を練 ることが今のアメリカには求め られているので

はないだろ うか。
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PhotobyAILevenson.

2006年5月1日 、 シ カ ゴ に お け る 「移 民 の い な い 一 日 」 の デ モ

【注 】

1)1924年 移 民 法 が 「差 別 的 移 民 法 」 と呼 ば れ る理 由 は、 当 時 圧 倒 的多 数 で あ っ た北 西 ヨー ロ ッパ 出 身 市

民 の親 族 呼 び 寄 せ に 有 利 で あ っ た こ とだ け で は な く、 ア ジ ア人 は帰 化 に よっ て市 民 権 を得 る こ とは で

きな い と した1922年 の 最 高 裁 判 決(オ ザ ワvsア メ リカ 政 府)を 理 由 に 、 「帰 化 不 能 外 国 人 」 は移 民 禁

止 と した 人種 差 別 的 な内 実 を含 んで い るか らで あ る。

2)こ こ で は 、不 法 移民 とい う 日本 語訳 を記 して い るが 、 移 民 の 権 利 擁 護 団 体 を 中心 に法 を犯 した こ とを

強 調 す るillegalimmigrantsで は な く、 書 類 上 移 民 と して の登 録 を して い ない とい う意 味 で、undocu-

mentedimmigrantsと い う こ とば が使 わ れ る こ と も多 い。

3)国 境 パ トロ ー ル を 自主 的 に行 い 、不 法 移民 を発 見 次 第 通 報 あ るい は直 接 移 民 局 に 身柄 を引 き渡 す 活 動

を して い る ア メ リ カ人保 守 的 自警 団 同 時

4)同 時 多 発 テ ロ以 降、BureauofHomelandSecurity(母 国 安 全 管 理 省)が 創 設 され 、 米 国 入 国 者 の審

査 管 理 が 強 化 さ れ た 。 そ れ まで 法 務 省 管 轄 で あ っ た 移 民 局 も、 名 称 をlmmigration&Naturalization

ServicesをUSCitizenship&lmmigrationServicesと 変 更 し、 母 国安 全 管 理省 管轄 下 に入 っ た。

5)ア メ リ カ に は法 制 化 され た 国 語 は存 在 しな い。 た だ し、27の 州 で は英 語 を公 用 語 と して 制 定 して い る。

英語 は す で に現 実 問 題 と して 、 日常 的 言 語 ・公 用 語 と して使 わ れ て お り、 あ え て これ を国 語 と して 法

制化 す る こ と は、 移 民 が バ イ リ ン ガ ル教 育 や 、 多言 語 に よ る社 会 的 サ ー ビス を権 利 と して 勝 ち 取 って

きた歴 史 に逆 行 す る もの であ る とい う主 張 が マ イ ノ リテ ィ コ ミュニ テ ィか ら出 され て い る。
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